
平成19年度（対18年度実績） 作 成 日事　務　事　業　評　価　表 年 月 日平成 19 6 13

部局名 健康福祉部 所属名 障害者支援課 所属長名 岩澤　厚明 電 話 483-1151 内線2230

1．事務事業の位置付け・概要（ＰＬＡＮ）

コード 3727 事務事業名称 知的障害者援護事業 短縮コード 経常 臨時3727 3728

予算区分 会計 01 一般会計 款 03 民生費 01 社会福祉費 目 02 知的障害者福祉費

区 分
自治事務

その他

法定受託事務
根拠法令等

障害者自立支援法　知的障害者福祉法　千葉県知的障害者生活ホーム運営要綱　八千代市施設訓練
等支援費の支給等に関する規則

事業概要（事務事業を開始したきっかけを含めて記入）

措置から契約に変わり支援費制度になった。平成１５年４月から、八千代市身体障害者・知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅支援費の支給に関する規則。千
葉県知的障害者生活ホーム運営実施要綱は昭和６１年度に独立した生活を求める等の知的障害者に居室等を提供し、日常生活及び社会適応に必要な援助を行い社会参加
を図ることを目的に開始。職親委託は昭和３９年度知的障害者に就労や日常生活の助言指導を行い、社会的自立を図ることとした、知的障害者福祉法による。福祉作業
所運営管理委託事業は，昭和58年より開始。平成18年4月障害者自立支援法一部施行,同年10月全面施行となる。

２．事務事業の目的・指標・実績（ＤＯ）

地域生活支援事業，職親委託事業，生活ホーム事務事業，福祉作業所運営管理委託等事業，障害者自立支援法による介護給付費等支給及び各種相
談対応。

１．１８歳以上の知的障害者
２．１８歳以上の知的障害者の介護者

職親委託事業、生活ホーム事務事業，福祉作業所運営管理委託等事業、障害者自立支援法による介護給付費等支給及び各種相談対応。

18歳以上の知的障害者の生活の場が広がる。
18歳以上の知的障害者が自立のための能力を身につけることができる。
知的障害者介護世帯にある方の身体的、精神的、経済的負担が軽減される。

障害者が施設・生活ホーム等それぞれのライフスタイルの多様化に対応した住まい方ができる。地域社会で生きがいをもって暮らすことができる
。

対象
（誰を何を対象にし
ているのか）

手段
（具体的な事務事業
のやり方、手順、詳
細）

意図
（何を狙っているの
か）

結果
（どんな結果に結び
つけるのか）

区  分

事務事業を取り巻く状況の変化　又、今後の変化の推測 ５本の柱（章）

大項目（節）

中　項　目

小項目（施策）

細　項　目

実 施 計 画 の 
計 画 事 業

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

対象指標

活動指標

成果指標

上位成果指標

支援費制度に変わり、施設から地域へという流れの中でグループホーム
も居宅支援となり、短期入所、外出支援等の伸びが見られた。平成１８
年度障害者自立支援法が施行され、障害者の一元的障害福祉サービス等
が行われ、各サービスの需要増が見込まれる。

総
合
計
画
の
施
策
体
系

計画事業の位置付けの有無 計 画 事 業 期 間 ～ 計 画 事 業 費

１７年度 １８年度 １９年度

実績 計画 実績 計画
単位

項

01

02

03

01

02

03

01

1209

393 400 415 430

393 400 415 430

240 250 247 250

2 2 2 2

66 60 48 50

37 39 37 39

2 2 3 3

1 1 1 1

42

1,528

2

世帯

人

件

人

件

％

％

％

人

人

ヶ所

健康福祉都市をめざして

社会福祉

障害者（児）福祉

 

障害の発生予防・早期受診、治療

障害者（児）保健福祉サービスの充実

治療・療育体制の充実

相談・支援体制の充実

障害者福祉センター整備事業

１８歳以上の知的障害者数

１８歳以上の知的障害者の介護世帯

受給者証の交付件数

職親委託先人数

生活ホーム請求書の受付件数

１８歳以上の知的障害者の内、受給者証により施設入所サービスを受けた者の割合

１８歳以上の知的障害者の内、受給者証によりグループホーム入所サービスを受けた者の割合

１８歳以上の知的障害者の内、生活ホーム利用サービスを受けた者の割合

児童発達支援センター措置利用者数

児童発達支援センター外来利用者数

障害者相談支援施設数

※平成19年度に計画していること:

※平成18年度に実際に行ったこと:

千円



１７年度 １８年度 １９年度

実績 計画 実績 計画
単位

国

県

地方債

一般財源

その他

財源内訳

千円

千円

千円

千円

千円

主な事業費の内訳

千円

千円ト ー タ ル コ ス ト (A)＋(B)

人件費(B)

支援費給付事業、職親委託事業
、生活ホーム
事務事業、福祉作業所運営管理
委託事業　　　537,782
　

扶助費418,375,000
委託費83,919,000

扶助費339,512,728委託料
83,799,633

障害者自立支援法の施行によ
り事務事業に変更があるため
未記入

事
業
費

評価
類型

３．事務事業の評価(ＳＥＥ)

評価事項 評価区分 理　　　　　由

結び付いている

結び付くが見直しの余地がある

結びつきが弱い・ない

評価対象外事項

達成している

達成していない

評価対象外事項

可能性はある

可能性はない

評価対象外事項

現状のままでよい

見直す必要がある

評価対象外事項

有効性向上の可能性がある

効率性向上の可能性がある

両方可能性がある

可能性がない

民間委託等

臨時的任用職員等の活用

ＩＴ化等業務プロセスの見直し

受益者負担の見直し

類似事業との統合・役割見直し

上記以外の方法

ある

ない

類似
事務
事業
名称

１

２

①事業目的が上位の施策に結びつ
いているか？

②すでに所期目的を達成している
か？

※「達成している」を選んだ場合、⑥
に進んでください。

③民営化で目的を達成できるか？

※民営化・・・事務事業の全部又は一
部の実施主体を全面的に民間事業者等
に移行すること。

（民間委託は、権限に属する事務事業
等を委託することで、民営化とは異な
る。）

④「対象」・「意図」の設定は現
状のままで良いか？

⑤今後、有効性や効率性を向上さ
せる可能性はあるか？
　可能性がある場合は、⑤－２，
３を記入する。
　可能性がない場合は、理由を記
入する。

⑤－２

　有効性や効率性を向上さ
せる手段は何か？
　該当する手段を選択し、
具体的な方法と得られる効
果を記入する。手段が｢類似
事業との統合・役割見直し｣
である場合は、該当する類
似事業を記入する。

⑤－３
　推進にあたっての課題はあ
るか？(一時的な経費増・市
民の理解等）

(A)

実施主体

実施主体

(所管部署)

(所管部署)

コード 事務事業名称 所属名

目
的
妥
当
性

有
効
性
・
効
率
性

198,446 204,389 177,941

35,748 37,336 44,003

0 0 0

303,588 327,204 267,105

0 0

コード 事務事業名称 知的障害者援護事業 所属名 障害者支援課

心身障害者援護事業

身体障害者援護事業

障害者支援課

障害者支援課

40,544.8 36,786.7 50,818.5 0

578,326.8 605,715.7 539,867.5 0

上位の施策「障害の発生予防・早期受診，治療」「障害者（児）保健福祉サービスの充実」を
推進するために，知的障害者援護事業を実施しており，結びついている。

障害者が，地域社会で生きがいを持って社会に参加するためには，今後とも継続して続けてい
かなければならない。

民間委託に委託可能なものについては委託しているが，事業の性格上全てを民営化することは
できない。

所期目的に変更はなく，現状の「対象」「意図」の設定で結果に結びつく。

類似事業を統合し再編することにより，障害の種別にかかわらず，平等なサービスの利用がで
きる。

3727



改革・改善して継続

手法プロセスの改革・改善

事業規模の拡大・縮小

統合・役割見直し

その他

廃止

休止

現状のまま継続

改革改善して継続

手法プロセスの改革・改善

事業規模の拡大・縮小

統合・役割見直し

その他

廃止

休止

現状のまま継続

⑥この事務事業の今後の方向性を選
択し、その詳細について右欄に記入
する。

⑦この事務事業の今後の経費・成果
の方向性について選択し、右欄に理
由を記載する。

今
後
の
方
向
性

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見）
※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など

所
属
長
コ
メ
ン
ト

評
価
調
整
委
員
会
意
見

向　上

不　変

低　下

削　減 不　変 増　加

成
　
果

経　　費

コード 事務事業名称 所属名コード 3727 事務事業名称 知的障害者援護事業 所属名 障害者支援課

平成１８年１０月障害者自立支援法が全面施行され、障害の種別にかかわらずサービスが利
用できるよう一元化されたことにより、心身障害者援護事業、身体障害者援護事業、障害者
福祉手当、知的障害者援護事業、精神障害者援護事業を統廃合し、１９年度から、障害者援
護事業、障害者自立支援総務事業、障害者自立支援事業の３事業に再編、その事業の役割を
明確にする。

平成１８年１０月障害者自立支援法が全面施行され、障害の種別にかかわら
ずサービスが利用できるよう一元化されたことにより、心身障害者援護事業
、身体障害者援護事業、障害者福祉手当、知的障害者援護事業、精神障害者
援護事業を統廃合し、１９年度から、障害者援護事業、障害者自立支援総務
事業、障害者自立支援事業の３事業に再編、その事業の役割を明確にする。

支援費制度に変わってから、受給者証により事業者との契約で利用しやすくなったとの声がある一方で、施設入所の場合空きがなく探すのが大変との声がある。また、障
害程度区分及び支給量の決定に対して厳しいとの声もある。平成18年4月、障害者自立支援法施行により利用者負担等が見直され、福祉サービスが利用できなくなるとの指
摘もされている。

市が、障害福祉サービス等を一元的に提供する仕組みとなり、その実施に当たっては、障害福祉計画等に基づき、サービス利用状況を勘案しながら、事業の整備に努
める。

障害の種別に係らず利用が一元化となる新規３事業に再編されることを支持


